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ヨーロッパ共同体の都市づくり憲章
–新アテネ憲章 –

１．新アテネ憲章とは
　新アテネ憲章とは 1985 年に設立
された ECTP、欧州都市計画家会議
(European Council of Town Planners)
が、将来の都市の在り方について
1998 年に発表した憲章である。
　 こ の 憲 章 は、1933 年 に 発 表 さ
れ た CIAM － 近 代 建 築 国 際 会 議

（Congres International d'Archite
cture Moderne）によるアテネ憲章
に対する反省を踏まえて作成された
ものである。
　新しい時代にふさわしいものであ
ることを目的として、市民を政策作
成の中心に位置づけたことや、4 年
ごとに改定されるべきものとして提
案されていることが特徴である。
　この憲章は 3 部から構成され、第
1 部は現代の都市が抱える課題 ( 都
市と都市環境のための現在の協議事
項 ) について述べている。
　第 2 部は課題の解決に向けて都
市計画が果たす役割 ( 協議事項の遂
行における都市計画の役割 ) につい
て、そして第 3 部は、課題を解決
するための都市政策のガイドライン
( 明日の都市のニーズの充足と市民
の念願 ) について述べている。

　一方、1933 年のアテネ憲章は、
CIAM がアテネで開催した会議の成
果を発表した都市計画論で、近代
都市のあるべき姿を提案したもので
あった。世界各地の都市計画に大き
な影響を与えたが、ここで提案され
た機能主義が、その後発生した様々
な都市問題の要因の一つとされ、批
判されるようになった。

２．新アテネ憲章　第１部・都市が
　　抱える課題とは
　新アテネ憲章の第 1 部では、現
代の都市が抱える課題について、人
口構成と住宅、社会的問題、文化と
教育、情報社会、環境、経済、移動、
選択と多様性、の８項目を整理して
いる。ここではそれぞれについて簡
単にまとめたものを示す。

①人口構成と住宅
　欧州の人口構成と世帯の形は変化
し、環境保護の一方、新しい世帯の
配置と構成が課題となっている。

②社会的問題
　都市のエネルギーは社会の多様性
によって生み出されるが、犯罪や貧

困、差別が存在する都市もあり、住
宅や仕事、コミュニティ施設の提供
が求められる。
　都市計画は負を低減させ、社会的
持続可能性をもたらす必要がある。
都市計画には、文化的、社会的ニー
ズに対し、解決策を生み出す都市計
家を必要とする

③文化と教育
　多くの都市で、歴史的遺産に対し
て破壊が行われてきた。今後は遺産
資源の保存にむけた努力と、保存に
おける問題点の解決が必要である。
　また教育は、都市の発展にとって
重要で、市民に歴史的センスと誇り
を持たせ、また市民権について学ぶ
ことによって、意思決定プロセスに
参加するようになる。

④情報社会
　IT 革命によって、人の移動の必
要性が少なくなり、職場環境の変化
をもたらされた。IT 革命は、大規
模オフィスや生産施設に対するニー
ズを減少させ、都市空間への需要を
減少させる可能性がある。
30 ニーズを減少させ、都市空間へ
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の需要を減少させる可能性がある。
⑤環境
　これからの都市計画家は、地球環
境問題に取り組み、都市およびその
周辺の歴史遺産やオープンスペー
ス、緑地のネットワーク、景観の保
全に取り組む必要がある。また生物
多様性に配慮することも求められ
る。

⑥経済
　都市計画にとって、経済活動およ
びその発展は、基本的役割を担う。
　今後、マクロ経済的には、都市間
で仕事を取り合うという現象が起
き、それは IT 革命によって、促進
される。
　ミクロ経済的には、地方の経済活
動の活性化が予想される。持続可能
な都市では、ローカルな仕事や、経
済活動が創出されることが必要であ
る。都市計画は、これらにとって重
要な役割を担う。

⑦移動
　欧州における自家用車の保有台数
は増加しており、今後 25 年で二倍
になると予測されている。また中央、
東欧州では、自家用車の需要が高く、
この傾向はより促進されるだろう。
　汚染、渋滞、健康被害、再生不可
能なエネルギーの消費、といった問
題が今後も生じると考えられる。

⑧選択と多様性
　グローバル化の推進によって、今
後の市民は、モノ、サービスにおい
て、より多くの選択肢や多様性を期
待するようになる。
　都市計画では、都市の経済構造の
計画が必要とされ、またビジネス活
動をサポートするためには、都市に
おける土地の混合利用を考えていか
なくてはならない。
　以上の課題の整理を踏まえ、第一
部では、つぎのように総括している。
　これらの課題に対する議論は、都
市の形態のことや、何が未来都市の

理想かという議論に収斂される。
　都市機能の配置や、管理上の問題
が、都市形態に影響しているが、本
質的には、その特徴とゲニウス・ロ
キ注 ( 地霊 ) に結び付いている。
　欧州における主要な環境的課題
は、大気質、騒音、交通問題、住居
の質、緑地・オープンスペースへの
アクセスという 5 課題である。
　これらの課題の重要度は都市に
よって異なるが、公害問題に取り組
む一方で、地域の質を向上させ、省
エネルギー化を促進することで、持
続可能な発展に、地方自治体が取り
組むことができることは多いと考え
られる。

３．新アテネ憲章　第２部・解決に
　　向けて
　第 2 部では以下に示した二つの原
則を踏まえ、都市計画はどのような
役割を果たすべきかを述べている。

①普遍的原則
・都市とは集中するものである、し
　かしそれは複数の中心地をもつ姿
　の都市である。
・都市計画では、軽率な判断や誤っ
　た認識をしないことが重要であ　
　る。
・都市計画では、公共利益を第一に
　考えることが求められる。
・都市計画とは、さまざまな立場の
　人を都市の舞台にのせることであ
　る。

②未来に向けた望ましい原則
・緑地を保全する。
・オープンスペースを確保する。

　この二つの原則を踏まえ、都市計
画は、より質の高い都市計画家を生
み出していかなくてはならないとし
ている。そして都市の内部の様々な
対立関係、利害関係の中心において、
都市計画家が活躍しなければならな
いとしている。

４．新アテネ憲章　第３部・都市政
　　策のガイドライン
　新アテネ憲章の第 3 部では、課題
を解決するための都市政策のガイド
ラインとして、次の 10 セットの提
言を行っている。

①すべての人々のための都市
　都市に生活する人・組織は、すべ
て都市の社会、経済、文化的生活に
組み込まれなければならない。

②真の住民参加
　都市計画の枠組みを階層的な形に
再構築し、市民が都市計画に参加し
やすくする必要がある。

③人間同士のふれあい
　人間同士のふれあいの枠組みを提
供し、都市計画への住民参加を可能
にすることが求められる。
　そのためには、街区、近隣、といっ
たより小さな単位で考えることが重
要である。
　そして、公共の領域をコミュニ
ティのセンスや社会的活動、活力が
生み出される場として、再整備しな
ければならない。

④質の継続
　長い年月をかけて確立した都市の
特質を重視する質の高いデザインが
都市計画に求められる。ただし、新
たな創造性を抑制するものではな
い。
　都市計画は、伝統的な要素と都市
のアイデンティティを守り、伝統を
確立するよう努めなければならな
い。
　建築とその計画は、都市全体およ
び周辺環境を考慮しつつ、視覚的、

 注:ゲニウス・ロキ(Genius Locii) 

 もとはローマ神話に出てくる土地

(ロキ)の守護精霊(ゲニウス)をいう

が、現代の欧米および現代建築におい

ては「ある場所の特有の雰囲気」「（土

地の）雰囲気, 気風」を指す。日本で

は「地霊」と訳されることが多い。 
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文化的、機能的、歴史的評価に基づ
いてなされる必要がある。

⑤新しい技術からの利益
　IT 技術がどんなに進んでも、人
間同士のふれあいは重要であり続け
る。むしろ IT 技術はコミュニケー
ションや、多様な経験への可能性を
有していると考える必要がある。

⑥環境的側面
　全ての計画は持続的発展の原則に
基づくものでなければならない。

・再生不可能な資源の保護
・エネルギーの管理とクリーン・テ
　クノロジー
・汚染の低減を都市計画では奨励す
　べきである。

　また生物多様性は、不可欠な構成
要素でなければならない。

⑦経済的活動
　都市計画は、民間セクターとビジ
ネスコミュニティが利益を得ること
を保証しなければならない。
　都市の質はそれ自体が資源であ
り、経済的繁栄に寄与するものであ
る。建築の計画、デザインが、歴史
的遺産や環境の保護と同等に重要で
あることを認識すべきである。

⑧移動とアクセス
　自家用車への依存は、価格と駐車
場政策により抑制される必要があ
る。公共交通の発展を促すため、歩
行者と自転車のための施設を改善
し、利用者エリアを調整する計画を
作成するべきである。

⑨多様性と相違性
　都市計画においては、大規模単一
機能の土地利用を止める必要があ
る。多様性と生命力を取り入れるた
めに混合土地利用の原則が取り入れ
られなければならない。
　住宅と職場は、時間的にも空間的

にも近い存在としていかなければな
らない。また社会的弱者に対して低
価格の住宅を供給する努力が必要で
ある。

⑩健康と安全
　都市計画は、個人の安全と、都市
の安全保障のレベルを引き上げるた
め、コミュニティと社会的な幸福の
感覚を再構築に努めなければならな
い。

５．旧アテネ憲章との比較
　新旧アテネ憲章を比較すると、ま
ず作成の主体が異なることがわか
る。旧アテネ憲章は建築家が作成

したが、新アテネ憲章は都市プラン
ナーが中心となって作成された。　
　また旧憲章では都市機能を作るこ
とが原則であるが、新憲章では都市
のあり方の構築を原則としている。
さらに旧憲章では住民参加の視点が
無いのに対して、新憲章では明確に
市民参加をうたっていることがわか
る。
　経済活動についてみると旧憲章で
は外部要因として捉えているのに対
して、新憲章では都市が経済活動の
源泉になっていると捉えている。
　環境への配慮では、旧憲章が緑地、
日照に主眼が置かれているのに対し
て新憲章では、省エネルギーや生物

旧アテネ憲章 新アテネ憲章

憲章作成の
主体

グロピウス、ミース・ファン・デル・ロー
エ、ル・コルビュジエら建築家によっ
て 1928 年に設立された、近代建築国際
会議

1985 年に、都市プランナーが設立した、
欧州都市計画家会議

作成の経緯

CIAM が、1933 年にアテネ（ギリシア）
で開催された、機能的都市をテーマと
した会議において、採択した。

ECTP が、21 世紀に向けた欧州の都市の在
り方についての新しいフレームワークの必
要性に鑑み、1998 年の会議で採択した。

都市計画の
原則

郡市を「住む、働く、憩う、移動する」
という観点から構築する。
都市の機能は住居・労働・余暇・交通
にあり、都市は「太陽・緑・空間」を
もつべきである。

① 普遍的原則
・都市とは集中するものである
・軽率な判断や誤った認識をしないことが
　重要である

・第一に公共利益が求められる
・さまざまな立場の人を都市という舞台に
　のせることである
② 未来に向けた望ましい原則

・緑地を保全する
・オープンスペースを確保する

住民参加の
視点

目覚めた民衆が専門家たちが考案した
ことを理解し、望み、求めるまでにな
ること。

都市計画枠組みを階層的な形に再構築し、
市民が都市計画に参加しやすくする必要が
ある。

　

経済活動
の視点

経済状態の貧富は生活の活力の一つで
あって、国や都市や村落の歴史をいろ
どる変化すべてを規定する。 経済とは
一時的な価値にすぎない。

都市計画は民間セクターとビジネスコミュ
ニティが利益を得ることを保証しなければ
ならない。
都市の質はそれ自体が資源であり、経済的
繁栄に寄与するものである。　

環境への
配慮

これからの住居地区は、 都市内の最上
の空間を占め、 地形を利用し、 気候に順
応し、 最も日当たりのよい、 適当な緑地
を配した所とすべきである。各住戸に、 
少なくとも最小限の日照時間があるよ
う規定されねばならない。

全ての計画は持続的発展の原則に基づくも
のでなければならない。

・再生不可能な資源の保護
・エネルギーの管理とクリーン・クノロジー
・汚染の低減を都市計画では奨励すべきで
　ある。
また生物多様性は、都市計画にとって不可
欠な構成要素でなければならない。

　
人間同士の
ふれあい

とくに言及していない。 人間同士のふれあいの枠組みを提供し、都
市計画への住民参加を可能にすることが求
められる。
そのためには、街区、近隣、といったより
小さな単位で考えることが重要である。

健康と安全

住居地区の選定は、 保健衛生上の理由
に基づくべきである。不健康な街区を
つぶし、 その跡地に緑地帯をつくるべ
きである。 これにより隣接地域は浄化
される。

都市計画は、個人の安全と、都市の安全保
障のレベルを引き上げるため、コミュニ
ティと社会的な幸福の感覚を再構築するこ
とに努めなければならない。

表 1. 新旧アテネ憲章の比較
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多様性に対する視点があることがわ
かる。
　旧憲章では人間同士の触れ合いに
ついて特に言及していないが、新憲
章では街区や近隣といった小さな単
位の都市計画の必要性をうたってお
り重視していることが分かる。
　健康と安全についてみると、旧憲
章が、保健衛生の確保という観点な
のに対して、新憲章では、個人の安
全、都市の安全保障、コミュニティー
と幸福の感覚の創造というキーワー
ドで表現されていることがわかる。
　新旧アテネ憲章には、このような
違いが見られる。

６．まとめ
6.1 憲章の文脈
　新アテネ憲章から読み取ることが
できる文脈を挙げてみる。
　まず、基本的に都市の質はそれ自
体が資源であると同時に、経済的繁
栄に貢献するものという認識がある。
また欧州の都市では、今後、都市ツー
リズムが重要な役割を果たすと述べ
ている。
　このような役割を果たすためにも
都市の魅力を向上させる必要があり、
それは歴史的な資産とそれに調和す
る新たな個性によって形成されると
している。
　一方で都市の経済については、グ
ローバルな経済のみでは都市の安定
が得られないという認識である。
　都市計画は都市の経済基盤を強化
するためにローカルな地域に根ざし
たと小さなビジネスの開発を促進し
なければならないとしている。この
小さなビジネスは昔からの古い街で
は多様に生成される傾向にあり、そ
こから学ばなければならないとして

いる。
　都市はすべての人を受け入れるべ
きであり、都市づくりには市民の参
加が不可欠であるとしている。孤独
や無関心、受動性が高まっているが、
市民が都市に関心を持ち、交流でき
る環境を整備しなければならないと
いっており、そのため街区、近隣住
区といった身近な環境が重視されな
ければならないとしている。
　教育は、市民に歴史的センスを与
え、誇りを生み、市民権について学
ぶことが意思決定プロセスにより深
く参加することになるとしている。

6.2 何が課題なのか
　新アテネ憲章の主張を要約すると、 
都市が持続可能（sustainable）で再
生可能（regenerative）でなければ
ならないということである。
　何を持続させるべきか。それは街
や文化、 社会を含んだ環境で、それ
が持続可能でなければいけないと、
憲章の中で、述べられている。
　また再生可能というのは、活きい
きとした状態が継続できるかという
ことで、今のヨーロッパの状況を反
映していると考えられる。
　「多様性」の問題が出てくるのは、
都市を単独のものでまとめてしまう
と持続可能性が弱まってくるという
認識があるからと思われる。そこか
ら再生可能の発想が出てきていると
思われる。
　またここでは、本当に子供や若者
が暮らしやすい都市が出来ているの
かが問われている。
　都市の持続性、 再生が可能かどう
かという問題は、市場の仕組みだけ
では出来ないという論調が基本にあ
るようである。 

6.3 都市の魅力とは？
　新アテネ憲章に書かれている「都
市の魅力」について、都市の原点で
ある町並みの質を落とさないことを
強調している。それと同時に「ほど
よい混合」が魅力でもあると認識し
ており、 魅力の対象として持続可能
や再生可能を考えようとする構造が
あることを認識させられる。
6.4 団地再編に向けて
　団地再編では、学ぶべきところは
どこにあるのだろうか。
　憲章では都市自体が資源であり、
経済発展に寄与する存在と位置づけ
ている。団地の再編にあたっても、
団地を資源とする視点を持つべきで
あろう。
　また憲章では市民参加を求めてい
る。団地再編でも市民が重要な役割
を果たす再編プログラムを作ってい
くべきではないか。
　さらに憲章では、都市が持続可能
であることをうたっている。これは
そのまま団地再編にも当てはまる考
え方である。また都市の魅力、とい
うキーワードは団地の魅力という言
葉に置き換えることができると考え
られる。
　このように、団地再編に向けて、
新アテネ憲章から学ぶべきところは
多いと考えられる。
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